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監査対象局　政策局・総務局・財政局・環境局



1

2 監査の種類

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項に基づく定期監査及び行政監査

　　定期監査：財務に関する事務の執行

　　行政監査：行政事務の執行

３

　政策局、総務局、財政局及び環境局

４

５ 監査の主な実施内容

６ 監査の実施場所及び日程

（１） 実施場所　監査委員事務局ほか

（２） 実施日程　令和８年４月８日から６月５日まで

監査基準への準拠

令和７年度の財務に関する事務の執行及び行政事務の執行が、法令等に基づき、適正に行われてい
るか、最少の経費で最大の効果を挙げるよう、組織及び運営の合理化等に努めているかなどを主眼と
して、監査を実施した。

※重点取組事項
１　郵便切手類の管理等について

郵便切手類の保管・購入・使用状況について、主に次の点を検証した。
（１） 郵便切手類の保管方法は適正か。
（２） 郵便切手類の購入の必要性を精査し、適切に使用されているか。
（３） 郵便切手類に関する受払の事務処理が適正に行われているか。

　　２　発注簿等による財務処理の執行について
発注簿等による財務処理の状況について、主に次の点を検証した。
（１） 発注簿は、発注簿等財務処理要領等に基づき、適正に記載されているか。
（２） 発注簿に関する事務処理において、競争性や公平性は適正に確保されているか。
（３） 緊急工事に関する発注手続の事務処理が適正に行われているか。
（４） 管理台帳及び記録票の記載が適正に行われているか。

　令和８年度の定期監査及び行政監査は、高松市監査基準に準拠して実施した。

監査の対象

監査の着眼点

　監査に当たっては、対象局から関係書類の提出を求めるとともに、説明を聴取して実施したほか、
実地監査を行った。（重点取組事項の実施状況は、１４～１６ページ参照）

令和８年度定期監査・行政監査の結果について
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７

指摘 意見 合計

広聴広報・シティプロモーション課 — 1 1

人事課 1 — 1

デジタル戦略課 — 1 1

情報マネジメント課 1 — 1

契約監理課 1 — 1

納税課 1 1 2

環境指導課・西部クリーンセンター — 1 1

環境業務課 1 — 1

5 4 9

※指摘・・・条例や規則等に違反しているか、著しく適切さを欠くと判断したもの。

※意見・・・組織及び運営の合理化の観点から改善が望まれるとしたもの。

政策局

総務局

財政局

環境局

合計

所管課等

　事務の執行については、おおむね適正に処理されていたが、別記のとおり、その一部に改善を要
する事項が認められた。
　今後とも、市民の信頼を得られるように、法令等を遵守し、より一層、厳正かつ適正な事務の執
行に努められたい。
　また、当該事項について措置を講じたときは、地方自治法第１９９条第１４項の規定により、そ
の旨を監査委員に通知されたい。
　なお、通知は、監査結果を公表した日から起算して原則１年を経過する日の属する月の末日ま
でに行われたい。

監査の結果
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結果
№

項 目
公表文

該当ページ

1 意見 【重点】 郵便切手の管理について P4 政策局
広聴広報・シティ
プロモーション課

2 意見 【重点】 郵便切手の管理について P5 デジタル戦略課

3 指摘 【重点】 物品購入に係る適正な事務処理について P6 情報マネジメント課

4 指摘 個人情報の適正な取扱いについて P7 人事課

5 意見 【重点】 郵便切手類の管理について P8 納税課

6 指摘 覚書に係る適正な事務処理について P9 契約監理課

7 指摘 感謝状贈呈に係る適正な事務処理について P10 納税課

8 意見 【重点】 郵便切手の管理について P11
環境指導課・西部
クリーンセンター

9 指摘 【重点】
発注簿等財務処理による緊急工事の発注に係
る適正な事務処理について

P12 環境業務課

※ 【重点】 ・・・

区分 所管課等

「令和８年度高松市監査実施計画」に掲げた「重点取組事項」に基づき、監査したもの。

総務局

財政局

環境局

令和８年度定期監査・行政監査結果一覧
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結果№ №1

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見 【重　点】

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

監査実施年度／対象局等 令和8年度／政策局

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日

広聴広報・シティプロモーション課

　郵便切手の管理について

郵便切手の管理について、使用状況等は整理しているものの、高松市物品会計規則に定めら
れた「材料品、生産品、郵便切手類受払票（以下「受払票」という。）」で整理していないも
のが見受けられた。

郵便切手については、高松市物品会計規則に定められた受払票の様式により整
理するなど、管理方法の見直しを検討されたい。

高松市物品会計規則（令和８年４月１日改正前のもの）

（物品の区分）
第３条　物品は、次の各号に掲げる区分により取り扱い、出納をしなければならない。
（８）郵便切手類
（材料品等の整理）
第３３条　第３条第１項第４号に規定する材料品、同項第５号に規定する生産品及び同項第８
号に規定する郵便切手類は、受入価格を付して、予算科目別に材料品、生産品、郵便切手類受
払票（様式第５号）により整理しなければならない。
（会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票）
第５０条　会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を備え付け、第３条に
規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理しなければならない。
（２）物品取扱主任
　ア　材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）

定期監査・行政監査結果

様式第５号（第33条、第50条関係）

 規格  単位

年　

月　　日　 数　　量 単　　　　価 数　　量 金　　　　額 数　　量 金　　　　額

・ 円 円 円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

摘　　　　要

 購入科目（目）  品名

受　　　　　　　　　　入

金　　　　額 単　　　価

材料品、生産品、郵便切手類

受　　　　　　　払　　　　　　　票

摘　　　　　　要
払　　　　　　　　　　出 残

円 円
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定期監査・行政監査結果

結果№ №2

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見 【重　点】

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内　　容

デジタル戦略課

郵便切手の管理について、使用状況等は整理しているものの、高松市物品会計規則に定めら
れた「材料品、生産品、郵便切手類受払票（以下「受払票」という。）」で整理していないも
のが見受けられた。

郵便切手については、高松市物品会計規則に定められた受払票の様式により整
理するなど、管理方法の見直しを検討されたい。

　郵便切手の管理について

高松市物品会計規則（令和８年４月１日改正前のもの）

（物品の区分）
第３条　物品は、次の各号に掲げる区分により取り扱い、出納をしなければならない。
（８）郵便切手類
（材料品等の整理）
第３３条　第３条第１項第４号に規定する材料品、同項第５号に規定する生産品及び同項第８
号に規定する郵便切手類は、受入価格を付して、予算科目別に材料品、生産品、郵便切手類受
払票（様式第５号）により整理しなければならない。
（会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票）
第５０条　会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を備え付け、第３条に
規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理しなければならない。
（２）物品取扱主任
　ア　材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）

監査実施年度／対象局等 令和8年度／総務局

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日

様式第５号（第33条、第50条関係）

 規格  単位

年　

月　　日　 数　　量 単　　　　価 数　　量 金　　　　額 数　　量 金　　　　額

・ 円 円 円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

摘　　　　要

 購入科目（目）  品名

受　　　　　　　　　　入

金　　　　額 単　　　価

材料品、生産品、郵便切手類

受　　　　　　　払　　　　　　　票

摘　　　　　　要
払　　　　　　　　　　出 残

円 円
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定期監査・行政監査結果

結果№ №3

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘 【重　点】

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

物品購入については、当然に１回に契約すべきものを分割して取り扱うことな
く、一括して発注するよう、適正に事務処理されたい。

情報マネジメント課

　物品購入に係る適正な事務処理について

発注簿等財務処理による消耗品の直接購入について、同一日に見積徴取を行い、同一日に同
一業者に発注しているにもかかわらず、２回に分割して事務処理している状況が散見された。

令和8年7月1日

令和8年度／総務局

高松市監査委員告示第37号

高松市契約規則

（契約事務担当員の厳守事項）
第３条
３　契約事務担当員は、当然に１回に契約すべきものを、事務上の負担の軽減等を目的に、施
行令第１６７条の２第１項第１号、高松市会計規則別表第１中の発注簿等に係る規定その他の
規定を適用し、２回以上に分割して取り扱ってはならない。

監査実施年度／対象局等
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定期監査・行政監査結果

結果№ №4

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

個人情報取扱特記事項

人事課

令和8年度／総務局監査実施年度／対象局等

　個人情報の適正な取扱いについて

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日

高松市職員採用試験に伴う「ＳＣＯＡ総合適性検査テストセンター方式」の実施に係る業務
委託について、受注者から提出された再委託承諾申請書において、個人情報取扱特記事項に規
定された必要項目が明確に記載されていないにもかかわらず、再委託を承認していた。

個人情報を取り扱う委託業務については、受注者に対し、個人情報取扱特記事
項を遵守するよう求めるとともに、所属内においても、委託先及び再委託先で個
人情報が適正に取り扱われるよう、審査体制を構築されたい。

（再委託）
第８条 受注者は、個人情報を自ら取り扱うものとし、個人情報を取り扱う業務の全部又は一
部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）してはならない。ただし、次項の発注者の承認
を得た場合は、この限りでない。
２ 受注者は、やむを得ない理由により、この契約による業務の一部を再委託する必要がある
場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り
扱う個人情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに個人情報の取扱い状
況についての再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、再委託をする前に、書
面により再委託する旨を発注者に申請しなければならない。
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定期監査・行政監査結果

結果№ №5

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見 【重　点】

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

監査実施年度／対象局等 令和8年度／財政局

高松市監査委員告示第37号

納税課

　郵便切手類の管理について

（物品の区分）
第３条　物品は、次の各号に掲げる区分により取り扱い、出納をしなければならない。
（８）郵便切手類
（材料品等の整理）
第３３条　第３条第１項第４号に規定する材料品、同項第５号に規定する生産品及び同項第８
号に規定する郵便切手類は、受入価格を付して、予算科目別に材料品、生産品、郵便切手類受
払票（様式第５号）により整理しなければならない。
（会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票）
第５０条　会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を備え付け、第３条に
規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理しなければならない。
（２）物品取扱主任
　ア　材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）

郵便切手類については、高松市物品会計規則に定められた受払票の様式により
整理するなど、管理方法の見直しを検討されたい。

郵便切手類の管理について、使用状況等は整理しているものの、高松市物品会計規則に定め
られた「材料品、生産品、郵便切手類受払票（以下「受払票」という。）」で整理していない
ものが見受けられた。

高松市物品会計規則（令和８年４月１日改正前のもの）

令和8年7月1日

様式第５号（第33条、第50条関係）

 規格  単位

年　

月　　日　 数　　量 単　　　　価 数　　量 金　　　　額 数　　量 金　　　　額

・ 円 円 円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

摘　　　　要

 購入科目（目）  品名

受　　　　　　　　　　入

金　　　　額 単　　　価

材料品、生産品、郵便切手類

受　　　　　　　払　　　　　　　票

摘　　　　　　要
払　　　　　　　　　　出 残

円 円
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定期監査・行政監査結果

結果№ №6

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

令和8年度／財政局

（自己契約及び双方代理等）
第１０８条 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人とし
てした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があら
かじめ許諾した行為については、この限りでない。
２ 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理
権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、こ
の限りでない。

契約監理課

　覚書に係る適正な事務処理について

高松市土木工事積算システム及び工事成績評価システムについては、高松市公共下水道事業
においても使用することから、同システムに係る賃貸借料の支払いに関する覚書を締結してい
るが、民法第１０８条第１項の規定に反し、契約者の双方が高松市長となっていた。

高松市土木工事積算システム及び工事成績評価システムの賃貸借料支払いに関
する覚書については、民法に定める双方代理の規定を踏まえ、適正に事務処理さ
れたい。

また、他部署においても同様の状況が生じることのないよう、契約担当部署と
して、適切な対応策を講じられたい。

民法

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日

監査実施年度／対象局等
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定期監査・行政監査結果

結果№ №7

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

　感謝状贈呈に係る適正な事務処理について

優良たばこ小売人に対する感謝状贈呈については、高松市優良たばこ小売人に対する感謝状
贈呈要領（以下「要領」という。）に定められていない記念品を購入し、感謝状と併せて贈呈
していた。

高松市優良たばこ小売人に対する感謝状贈呈要領

（感謝状の贈呈）
第２条 市長は、長年にわたり市内において製造たばこの売上増進に努め、市たばこ税の増収
に寄与し、又は高松たばこ販売協同組合の事業活動を通じ本市の公益の増進に寄与した優良た
ばこ小売人に対し、感謝状を贈呈することができる。

優良たばこ小売人に対する感謝状贈呈については、要領に沿って適正に事務処
理されたい。

納税課

監査実施年度／対象局等 令和8年度／財政局

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日
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定期監査・行政監査結果

結果№ №8

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 意　　見 【重　点】

意 見 の 項 目

意見を付す理由

意 見

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日

高松市物品会計規則（令和８年４月１日改正前のもの）

（物品の区分）
第３条　物品は、次の各号に掲げる区分により取り扱い、出納をしなければならない。
（８）郵便切手類
（材料品等の整理）
第３３条　第３条第１項第４号に規定する材料品、同項第５号に規定する生産品及び同項第８
号に規定する郵便切手類は、受入価格を付して、予算科目別に材料品、生産品、郵便切手類受
払票（様式第５号）により整理しなければならない。
（会計管理者等及び物品取扱主任が備える帳票）
第５０条　会計管理者等及び物品取扱主任は、それぞれ次に掲げる帳票を備え付け、第３条に
規定する物品の区分及び別に定める物品の分類により整理しなければならない。
（２）物品取扱主任
　ア　材料品、生産品、郵便切手類受払票（様式第５号）

　郵便切手の管理について

監査実施年度／対象局等 令和8年度／環境局

郵便切手については、高松市物品会計規則に定められた受払票の様式により整
理するなど、管理方法の見直しを検討されたい。

環境指導課・西部クリーンセンター

郵便切手の管理について、使用状況等は整理しているものの、高松市物品会計規則に定めら
れた「材料品、生産品、郵便切手類受払票（以下「受払票」という。）」で整理していないも
のが見受けられた。

様式第５号（第33条、第50条関係）

 規格  単位

年　

月　　日　 数　　量 単　　　　価 数　　量 金　　　　額 数　　量 金　　　　額

・ 円 円 円

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

摘　　　　要

 購入科目（目）  品名

受　　　　　　　　　　入

金　　　　額 単　　　価

材料品、生産品、郵便切手類

受　　　　　　　払　　　　　　　票

摘　　　　　　要
払　　　　　　　　　　出 残

円 円
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定期監査・行政監査結果

結果№ №9

告 示 番 号 告 示 日

所 管 課 等 区 分 指　　摘 【重　点】

指 摘 の 項 目

指 摘 す る 理 由

指 摘

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

発注簿等財務処理による緊急工事に係る事務処理において、令和６年度に実施した定期監査
で受けた同様の指摘に対する措置を講じたにもかかわらず、７年度に緊急工事として高松市随
意契約ガイドラインに基づき１者を選定し発注した高松市環境業務センター舗装修繕工事につ
いても、発注簿における一者随意契約の理由と工事内容が異なっていた。

監査実施年度／対象局等 令和8年度／環境局

高松市監査委員告示第37号 令和8年7月1日

環境業務課

　発注簿等財務処理による緊急工事の発注に係る適正な事務処理について

高松市緊急工事事務処理要領

（定義）
第２条 この要領において「緊急工事」とは、次に掲げる工事であって、その施行理由に係る
事実を緊急工事担当課の職員が確知した日（以下「確知日」という。）から原則３日以内に工
事（準備工を含む。）に着手する必要があるものをいう。
（１）高松市随意契約ガイドラインの２（工事）の（２）ア、イ又はオに該当する工事
（２）高松市随意契約ガイドラインの２（工事）の（２）ウ又はエに該当する工事（当該工事
を所管する課においてその具体的例示を策定し、市長の決裁（下水道事業に係るものにあって
は下水道経営課及び契約監理課の、それ以外のものにあっては財政課及び契約監理課並びに会
計管理者の合議を要する。）を受け、当該具体的例示に該当するものとして施行するものに限
る。）

緊急工事の発注に係る事務処理においては、工事の施行目的や緊急性を適切に
判断した上で、施行理由を正確に記載し、適正に事務処理を行うとともに、所属
内において研修を行うなど、同様の事務処理誤りが繰り返されないよう、真に実
効性のある再発防止策を講じられたい。
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定期監査・行政監査結果

根 拠 法 令 ・
通 知 等

内 容

高松市随意契約ガイドライン

２　工事（測量・設計コンサル及び監理業務を含む。以下同じ。）
（２）緊急の必要により競争に付することができない場合（施行令第５号関係）
　　緊急に施工しなければならない工事であって、競争に付す時間的余裕がない場合
　ア　堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事
　イ　電気、機械設備等の故障に伴う応急工事
　ウ　供用施設の損壊（被害を受けたものを含む。）若しくは不具合又はその未然防止に係る
　　応急工事
　エ　供用施設の利用者の安全性の確保のための応急工事又は供用施設の利用者の利便に支障
　　が生じている場合に行う応急工事
　オ　災害の未然防止のための応急工事

〇応急工事について
応急工事とは、（２）エの工事を除き、被害を受けた施設や損壊箇所・不具合のある施設の

従前の効用を回復させるための工事です。

〇「未然防止」の解釈
緊急に施工しなければ損壊又は不具合に至ることが、目視、異音、異臭等又は測定数値等で

客観的に明らかである場合に限定して解釈します。
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　テーマ１　郵便切手類の管理等について（※１）

対象局 所管課等
種別

（※２）

保管場所の
施錠の有無等

（※３）

受払票の作成の有無等
（※３・４）

受払月報の
作成の有無等
（※３・５）

政策局
広聴広報・シティ
プロモーション課

切手 ○ ×（任意様式（※6）） ○

切手 ○ ○ ○

はがき ○ ○ ○

書簡 ○ ○ ○

デジタル戦略課 切手 ○ ×（任意様式（※７）） ○

切手 ○ ×（任意様式（※８）） ○

書簡 ○ ×（任意様式（※８）） ○

環境指導課 切手 ○ ×（任意様式（※９）） ○

切手 ○ ○ ○

はがき ○ ○ ○

南部クリーンセンター 切手 ○ ○ ○

西部クリーンセンター 切手 ○ ×（任意様式（※９）） ○

※９　監査報告書１１ページ参照

※６　監査報告書４ページ参照

※７　監査報告書５ページ参照

※８　監査報告書８ページ参照

※１　郵便切手類：郵便切手類受払月報の報告対象物品（郵便切手、郵便葉書、郵便書簡（レターパック等）、
　　収入印紙、特許印紙等、収入証紙、テレホンカード、図書カード、クオカード、商品券、回数券等）

※２　郵便切手は「切手」、郵便はがきは「はがき」、郵便書簡（レターパック等）は「書簡」と表記

※３　有りの場合は「○」、無しの場合は「×」と表記

※４　受払票：高松市物品会計規則（令和８年４月１日改正前）に規定する「材料品、生産品、郵便切手類
　　受払票（様式第５号）」

※５　受払月報：高松市物品会計規則（令和８年４月１日改正前）に規定する「郵便切手類受払月報（様式
　　第８号）」

環境業務課

総務課

納税課

総務局

財政局

環境局

行政監査（重点取組事項）の実施状況行政監査（重点取組事項）の実施状況
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　テーマ２　発注簿等による財務処理の執行について

項目 内容 該当局

見積徴取 2回以上に分割しての見積徴取・発注あり 総務局

発注簿（物品・通常工事）

①日付欄
　見積徴取日・発注日・兼命令処理日等の記載漏れあり
②見積書・口頭欄
　正式見積書と口頭・コピー・ＦＡＸによる見積（書）との区分
誤りあり
③特定調達品目・適合品・一者随契の理由欄
　必要項目の記載漏れあり
④見積者集中度欄
　発注業者の偏りあり
⑤検収処理
　検収日の記載なし、検収者印なし
⑥追加表記
　発注日・兼命令処理日の追加表記なし
⑦発注簿と関連文書（見積書等）との整合性
　日付・記載内容等の相違あり

政策局
総務局
財政局
環境局

発注簿（緊急工事） 必要項目の記載漏れあり 環境局

管理台帳 必要項目の記載漏れあり
総務局
財政局

記録票 未作成の月あり 総務局

見積書 代表者氏名・役職の記載なし、代表者印及び必要事項の記載なし
政策局
総務局
環境局

納品書 納品日の記載及び収受印なし、検収処理なし、納品書の徴取なし

政策局
総務局
財政局
環境局

請求書
消費税及び地方消費税の記載なし、検収処理なし、内訳欄の記載
漏れあり

総務局
環境局

工事写真 一者随意契約において着手前写真への日付の写し込みなし
政策局
環境局

　　○主な事務処理誤りの内容

行政監査（重点取組事項）の実施状況
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令和８年度高松市監査実施計画（関係部分の抜粋）

      ２　令和８年度の重点取組事項
　
 
 
　　　　高松市物品会計規則の規定では、郵便切手類は特に厳重に保管しなければならず、受払票に
　　　より整理するとともに、受払月報を作成し、会計管理者に提出しなければならないとされてい
　　　る。
　　　　また、郵便切手類は換金性が高く、現金と同様の管理が必要であるが、令和７年度定期監査
　　　等において、一部で不適切な事務処理や管理状況が見受けられた。
　　　　そこで、郵便切手類の保管及び在庫管理、受払の事務などが適正に行われているのかという
　　　観点から、８年度も引き続き、監査を実施する。

　
　　　　発注簿等による財務処理については、発注簿等財務処理要領において、必要な事項が規定さ
　　　れており、各所属は、これが事実上の支出負担行為であることを認識し、関係法令、規則等を
　　　正しく理解した上で、適正な事務処理を行わなければならない。
　　　　また、公平性及び競争性の確保を意識し、特定の業者に発注が集中しないよう、業者の選定
　　　に留意する必要がある。
　　　　そこで、発注簿等による財務処理が、同要領等に基づき適正に行われているのかという観点
　　　から、監査を実施する。

　　○【様式】発注簿（物品購入用）

（１）郵便切手類の管理等について

（２）発注簿等による財務処理の執行について

＜参考＞
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